
１
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
の
た
め
の
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
等
に
関
す
る
資
料
（
昭
四
六
・
二
・
九
）

一
裁
判
所
法
（
昭
一
三
・
四
・
一
六
法
五
九
）
に
お
け
る
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
関
す
る
規
定
の
沿
革

１
同
法
制
定
当
初
に
お
け
る
規
定

〔
部
内
資
料
〕

第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕

④
内
閣
は
、
第
一
項
の
指
名
又
は
第
二
項
の
任
命
を
行
う
に
は
、
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
関
す
る
規
程
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

（
第
一
項
～
第
三
項
は
そ
れ
ぞ
れ
現
行
と
同
じ
。
ま
た
、
第
六
項
は
現
行
第
四
項
と
同
じ
』

第
三
九
条

１
）
右
第
三
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
政
府
原
案
に
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
枢
密
院
で
修
正
追
加
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
追
加
修
正
の
理
由
と
し
て
は
、
「
裁
判
官
の
任
命
に
民
主
的
色
彩
を
加
味
す
る
こ
と
が
適
当
と
の
考
慮
に
よ
っ

た
」
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
内
藤
メ
モ
に
よ
る
》
。
、

右
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
か
、
国
会
に
お
け
る
同
法
の
提
案
理
由
説
明
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
つ
い

て
論
及
し
て
い
な
い
（
第
九
二
回
帝
国
議
会
衆
・
裁
判
所
法
案
委
、
資
・
裁
判
所
法
案
特
別
委
）
。

な
お
、
本
件
に
関
す
る
国
会
論
議
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
第
九
二
帝
国
議
会
衆
・
裁
判
所
法
案
昭
一
三
・
三
・
一
五

●

○
菊
池
（
養
）
委
員
・
…
…
・
第
三
十
九
条
第
一
項
・
…
：
・
・
・
の
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
お
伺
い
し
た
い
．
：

（
備
考
）

１
）

=望

九
三
五 》

〔
窟
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〕



第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕

九
三
六

○
木
村
（
篤
）
国
務
大
臣
…
・
…
・
・
政
令
が
い
か
に
定
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
確
定
い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
。
：
。
：

・
・
・
ま
ず
、
私
の
椛
想
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
貴
衆
両
院
議
長
、
帝
国
大
学
の
総
長
、
司
法
大
臣
、
検
事
総
長
、
大
審
院
長
、

民
間
側
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
弁
護
士
会
の
会
長
、
そ
う
い
う
方
面
か
ら
委
員
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
う
し
て
諮
問
に

応
ず
る
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
い
か
が
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
…
…
…
い
ず
れ
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
に
な

○
菊
池
（
養
）
委
員
：
…
…
・
政
令
は
そ
の
内
閣
の
造
る
た
び
に
変
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
：
．
：
…
．

こ
の
点
は
法
律
を
も
っ
て
こ
の
．
…
…
：
委
員
会
を
き
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
一
番
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
：
．
：
…
．

○
木
村
（
篤
）
国
務
大
臣
理
論
と
し
て
は
ま
こ
と
に
ご
も
っ
と
も
で
す
。
し
か
し
こ
の
政
令
で
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て

も
、
実
際
の
運
用
と
い
た
し
ま
し
て
は
さ
ほ
ど
弊
害
は
起
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
殊
に
こ
の
第
一
回
の
…
…
・
・
・
構
成

さ
え
う
ま
く
ま
い
り
ま
す
れ
ば
、
こ
れ
が
先
例
と
な
り
ま
し
て
十
分
、
活
用
で
き
得
る
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
か
た
が

た
こ
の
裁
判
所
法
の
施
行
は
非
常
に
急
い
で
お
り
ま
す
の
で
政
令
に
譲
る
こ
と
が
適
当
か
と
考
え
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

２
）
右
第
三
九
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
規
程
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

○
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
規
程
（
昭
一
三
・
六
・
一
七
政
八
三
）

第
一
条
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
と
し
、
裁
判
所
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
諮
問
に
応
じ
意

⑦ 第
二
条
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
は
、
委
員
十
五
人
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。

第
三
条
委
員
は
、
左
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

二
条
委
員
は
、

っ
て
お
り
ま
す
。

見
を
答
申
す
る
。

一
衆
議
院
議
長

C 〔
憲
法
資
⑧
〕



二
参
議
院
議
長

三
全
国
の
裁
判
官
の
中
か
ら
互
選
さ
れ
た
者
四
人

四
全
国
の
検
察
官
並
び
に
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
日
に
お
い
て
行
政
裁
判
所
長
官
及
び
専
任
の
行
政
裁
判
所
評
定
官
で

あ
っ
た
者
の
中
か
ら
互
選
さ
れ
た
老
一
人

五
全
国
の
弁
護
士
の
中
か
ら
互
選
さ
れ
た
者
四
人

六
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
第
一
項
舘
六
号
の
大
学
の
法
律
学
の
教
授
で
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
す
る
者
二
人

七
学
識
経
験
の
あ
る
者
で
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
す
る
も
の
二
人

前
項
の
規
定
は
、
国
会
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

第
四
条
委
員
の
互
選
は
、
単
記
無
記
名
投
票
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。

投
票
は
、
一
人
一
票
に
限
る
。

第
五
条
第
三
条
第
一
項
第
三
号
乃
至
第
五
号
の
委
員
の
互
選
の
事
務
を
管
理
す
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
の
下

に
、
同
項
第
三
号
乃
至
第
五
号
の
委
員
の
互
選
ご
と
に
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
を
極
く
。

各
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
地
方
選

挙
管
理
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
各
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
左
に
掲
げ
る
者
で
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
組
織
す
る
。

一
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
委
員
の
互
選
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
職
務
を
代
行
す
る

者
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
互
選
さ
れ
た
者
各
二
人

二
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
委
員
の
互
選
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
検
察
庁
の
検
察
官
、
東
京
高
等
検
察
庁
の

第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕
九
三
七

‐
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第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕
九
三
八

検
察
官
及
び
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察
官
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
互
選
さ
れ
た
者
各
一
人
並
び
に
同
号
に
掲
げ
る
行
政
裁

判
所
長
官
で
あ
っ
た
者

三
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
委
員
の
互
選
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
東
京
弁
護
士
会
、
第
一
東
京
弁
護
士
会
及
び
第

二
東
京
弁
護
士
会
の
各
会
長
た
る
者
及
び
各
副
会
長
た
る
者

各
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
に
委
員
長
一
人
を
置
き
、
各
委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら
委
員
の
協
議
に
よ
り
選
定
す
る
者
を

以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

第
七
条
投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
を
以
て
当
選
人
と
す
る
。

得
票
数
の
同
じ
者
に
つ
い
て
は
、
く
じ
に
よ
り
、
当
選
人
を
決
定
す
る
。

各
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
選
人
に
速
か
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
ゞ
）

■
０
８
、
、
、
、

当
選
人
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
対
し
当
選
を
辞
退
す
る

旨
の
申
出
を
し
な
い
と
き
は
、
当
選
を
承
諾
し
た
も
の
と
承
な
す
。

当
選
人
が
当
選
を
辞
退
し
た
場
合
、
死
亡
し
た
場
合
又
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
選
人
が
欠
け
る
に
至
っ
た
場
合
に

お
い
て
当
選
人
た
る
べ
き
者
に
つ
い
て
は
、
前
四
項
の
例
に
よ
る
。

第
八
条
第
四
条
乃
至
前
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
乃
至
第
五
号
の
委
員
の
互
選
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
各
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
条
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
当
選
人
が
当
選
を
承
諾
し
た
と
き
は
、
速
か
に
そ
の
氏
名
を
内
閣
総
理
大

臣
及
び
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
の
委
員
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
憲
法
資
⑧
〕
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い
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第
十
四
条
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
対
し
第
一
条
の
諮
問
が
あ
っ
た
と
き
は
、
各
委
員
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と

し
て
適
当
と
認
め
る
者
十
五
人
乃
至
三
十
人
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
同
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
は
、
前
項
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
者
の
氏
名
を
速
か
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し

て
適
当
と
認
め
る
者
三
十
人
の
氏
名
を
挙
げ
て
答
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕
九
一
二
九

第
十
三
条
委
員
は
、
事
故
に
因
り
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
議
事
が
自
己
の

一
身
に
関
係
す
る
た
め
会
議
に
参
加
し
な
い
と
き
は
、
同
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
自
己
の
選
任
す
る
代
理
者
に
そ
の
職

委
員
長
に
事
故
の
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
十
一
条
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
幹
事
を
置
く
。

幹
事
は
、
一
級
又
は
二
級
の
官
吏
の
中
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

幹
事
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
庶
務
を
整
理
す
る
。

第
十
二
条
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
は
、
十
一
人
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
に
よ
り
こ
れ
を
決
す
る
。
可
否
同
数
の
と
ぎ
は
、
委
員
長

第
十
条
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
一

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

､=’

務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
、
こ
れ
を
決
す
る
。

〔
憲
法
資
⑧
〕

裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
委
員
長
一
人
を
ぼ
き
、
衆
議
員
議
長
た
る
委
員
を
以
て
こ
れ
を
充
て
る
。
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２
右
規
定
の
廃
止

第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕

右
裁
判
所
法
第
三
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
昭
和
二
三
年
一
月
一
日
法
律
第
一
号
に
よ
り
削
除
さ
れ
、
ま
た
、
右
政
令

は
、
昭
和
二
三
年
一
月
一
日
政
令
第
一
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

右
削
除
に
関
し
て
は
、
国
会
に
お
い
て
特
段
の
論
議
は
な
か
っ
た
が
（
第
一
回
国
会
衆
・
司
法
委
昭
一
三
・
一
二
・
三
）
、
最
高

裁
資
料
に
よ
れ
ば
、
そ
の
間
の
事
情
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
「
裁
判
所
法
逐
条
解
説
中
巻
」
一
九
頁

最
高
裁
判
所
発
足
後
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
た
最
高
裁
判
所
長
官
の
指
名
お
よ
び
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
（
昭
和
一
三
年
八
月
）

は
、
右
諮
問
委
員
会
の
諮
問
を
経
て
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
実
積
に
徴
す
る
と
、
右
の
方
式
は
、
形
式
的
に
流
れ
す
ぎ
て
所

期
の
効
果
を
得
ら
れ
な
い
う
ら
ゑ
が
あ
り
、
ま
た
、
指
名
お
よ
び
任
命
に
対
す
る
責
任
の
所
在
を
不
明
確
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
委
員
会
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
、
指
名
お
よ
び
任
命
に
関
し
て
は
、
内
閣
の
自
由
裁
量
に
委
せ
、
内
閣
が

一
切
の
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
備
考
）
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
選
考
事
情
に
つ
い
て
は
、
潮
見
・
松
井
「
戦
後
の
日
本

〔
憲
法
資
⑧
〕

聯
貝

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

３
）
な
お
、
裁
判
所
構
成
法
上
の
大
審
院
は
、
最
高
裁
判
所
の
よ
う
な
強
大
な
権
限
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ

を
構
成
す
る
裁
判
官
の
任
免
方
法
に
つ
い
て
も
、
「
大
審
院
長
ハ
親
任
判
事
ヲ
以
テ
之
ヲ
親
補
ス
」
（
第
六
八
条
第
一
項
）
る
も

の
と
し
、
「
大
審
院
ノ
部
長
ハ
司
法
大
臣
ノ
上
奏
ニ
因
り
勅
任
判
事
ノ
中
ヨ
リ
之
ヲ
補
」
（
第
六
八
条
第
二
項
）
す
る
も
の
と
さ

れ
た
ほ
か
に
は
、
特
別
の
規
定
は
な
か
っ
た
。

附

C

I

〃

九
四
○(へ



〔
憲
法
寅
⑧
〕

社
会
と
法
律
家
」
（
岩
波
・
現
代
法
誰
座
第
六
巻
六
九
頁
）
に
詳
し
い
。

３
裁
判
官
任
命
諮
問
霧
議
会
に
関
す
る
規
定
を
加
え
る
趣
旨
の
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
国
会
提
出

そ
の
後
、
裁
判
官
任
命
諮
問
群
議
会
に
関
す
る
規
定
を
加
え
る
趣
旨
の
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
昭
三
一
・
二
・

二
八
閣
議
決
定
）
が
第
一
宍
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
右
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
第
二
八
回
国
会
ま
で
継
続
審
査
さ
れ

・
・
…
：
・
・
裁
判
所
法
制
定
の
当
初
は
、
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
の
制
度
が
あ
り
、
こ
の
委
員
会
は
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日

に
廃
止
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
内
閣
が
最
高
裁
判
所
長
官
の
指
名
又
は
鹸
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
を
行

う
際
に
は
、
そ
の
人
選
に
つ
い
て
一
層
恢
亜
を
期
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
裁
判
官
任
命
諮
問
審
議
会
の
意
見
を
聞
く
べ
き

も
の
と
す
る
の
が
相
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
審
議
会
は
、
内
閣
に
置
き
、
裁
判
官
、

第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
演
料
〕
九
四
一

た
が
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
廃
案
と
な
っ
た
。

○
法
務
省
「
裁
判
所

「
○
第
三
十
九
条

第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
裁
判
官
任
命
諮
問
審
議
会
に
関
す
る
事
項
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
」

右
改
正
理
由
に
つ
い
て
、
法
務
省
資
料
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
法
務
省
「
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
条
説
明
」
一
三
頁

な
お
、
同
法
律
案
に
お
け
る
改
正
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

「
第
三
十
九
条
第
三
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

内
閣
は
、
第
一
項
の
指
名
又
は
第
二
項
の
任
命
を
行
う
に
は
、
裁
判
官
任
命
諮
問
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
官
任
命
諮
問
審
議
会
は
、
内
閣
に
罹
き
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
謹
士
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
る

委
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。

､皇

ゾ



第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕
九
四
二

検
察
官
、
弁
護
士
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
で
組
織
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
前
例
に
従
い
政
令
で
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
」

（
備
考
）
第
六
五
国
会
衆
・
予
算
委
（
昭
四
六
・
二
・
九
）
に
お
け
る
畑
和
委
員
（
社
）
の
本
件
に
関
す
る
質
問
予
定
に
対
し
、

法
務
省
に
お
い
て
準
備
さ
れ
た
想
定
問
答
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
問
）
下
田
大
使
の
裁
判
官
任
命
に
つ
い
て
は
、
種
種
論
議
が
あ
っ
た
。
裁
判
官
任
命
は
内
閣
専
権
事
項
に
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
行
使
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
人
事
の
面
か
ら
裁
判
官
の
独
立
を
侵
害
す
る
危
険
が
あ
る
。
裁
判
官
の
任
命
を

民
主
的
に
行
な
う
た
め
、
諮
問
委
員
会
的
な
も
の
を
考
え
て
い
な
い
か
。
ま
た
、
裁
判
官
の
人
事
と
そ
の
独
立
性
の
問

題
に
つ
い
て
の
所
見
を
伺
い
た
い
。

（
答
）
下
田
最
高
裁
判
事
の
任
命
は
、
内
閣
の
責
任
に
お
い
て
、
最
も
最
高
裁
判
所
判
事
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
を
任
命
し
た

も
の
で
あ
り
、
司
法
権
の
独
立
を
侵
害
す
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
と
信
ず
る
。

内
閣
と
し
て
は
、
民
主
国
家
に
お
け
る
裁
判
官
の
地
位
を
十
分
に
尊
重
し
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
指
名
又
は
任

命
に
つ
い
て
は
、
つ
ね
に
公
正
な
人
選
を
行
な
う
よ
う
努
力
し
て
き
た
が
、
今
後
と
も
い
っ
そ
う
の
努
力
を
傾
け
た
い

所
存
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
つ
い
て
の
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
の
制
度
は
、
最
高
裁
判
所
発
足
当
時
一
度

設
け
ら
れ
た
が
、
間
も
な
く
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
の
運
用
の
実
積
に
徴
す
る
と
、

こ
の
制
度
の
運
用
は
、
形
式
的
に
流
れ
、
し
か
も
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
指
名
又
は
任
命
に
つ
い
て
の
責
任
の
所
在
を

不
明
確
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
の
後
は
、
こ
れ
ら
の
指
名
及
び
任
命
を
い
っ
さ
い
内
閣
の
責
任

に
お
い
て
行
な
う
と
の
建
前
が
明
確
に
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な
制
度
を
再
び
設
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え

〔
憲
法
資
⑧
〕

⑦

の



（
注
）
な
お
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
の
国
民
関
与
の
制
度
と
し
て
は
、
憲
法
上
定
め
ら
れ
て
い

る
国
民
審
査
の
制
度
が
あ
る
。

二
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
意
見

○
「
憲
法
調
査
会
報
告
書
」
（
昭
三
九
・
七
）
六
七
五
～
六
七
八
頁

〔
四
〕
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
選
任
方
法
お
よ
び
国
民
審
査

第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕

Ｉ
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
選
任
方
法

一
現
行
の
選
任
方
法
は
適
切
で
は
な
い
と
し
、
諮
問
委
員
会
等
を
設
け
る
よ
う
、
改
正
を
要
す
る
と
す
る
見
解

Ｂ
諮
問
委
員
会
ま
た
は
選
考
委
員
会
・
選
定
委
員
会

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
選
任
に
つ
い
て
、
内
閣
が
任
命
す
る
と
い
う
制
度
は
維
持
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
任
命
に
あ
た

り
、
諮
問
委
員
会
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
、
お
よ
び
、
単
な
る
諮
問
委
員
会
で
は
な
く
、
選
考
委
員
会
・
選
定
委

員
会
を
設
憧
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
委
員
会
を
設
厩
す
べ
し
と
い
う
意
見
の
な
か
に
、
そ
の
設
置
に
つ
い
て
憲
法
に
規
定
す
べ
し
と
い
う
意
見
と
、

憲
法
に
規
定
す
る
必
要
は
な
く
、
法
律
で
設
置
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
意
見
と
が
あ
り
う
る
が
、
諮
問
委
員
会
の
設
置
を
主
張
す

る
委
員
は
、
い
ず
れ
も
法
律
で
設
極
す
れ
ば
よ
い
と
し
（
水
野
東
太
郎
委
員
・
真
野
毅
委
員
・
蝋
山
政
道
委
員
）
選
考
委
員

会
・
選
定
委
員
会
の
設
置
を
主
張
す
る
委
員
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
大
西
邦
敏
委
員
・
神

●
●
●

川
彦
松
委
員
）
。

‐

る
。

九
四
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資
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第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕
九
四
四

○
諮
問
委
員
会
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
、
適
任
者
を
選
ぶ
た
め
に
は
内
閣
の
永
の
選
考
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
は

な
い
と
す
る
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
、
最
高
裁
判
所
発
足
の
と
き
に
は
、
そ
の
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
諮
問

委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
が
、
形
式
的
に
流
れ
て
所
期
の
効
果
が
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、
指
名
・
任
命
に
対
す
る
内
閣
の
責
任
を
不

明
確
に
す
る
虞
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
一
回
実
施
し
た
だ
け
で
廃
止
と
な
っ
た
こ
と
を
特
に
指
摘
し
、
し
か
し
、
人
事
の
公

明
を
確
保
す
る
た
め
に
こ
の
種
の
委
員
会
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
（
水
野
東
太
郎
委
員
）
。

ま
た
、
裁
判
の
権
威
が
保
た
れ
る
た
め
に
は
、
裁
判
官
と
世
論
と
が
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
適
当
な
諮
問
機
関

を
設
け
て
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
世
論
と
の
結
合
を
企
て
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る
意
見
も
あ
る
（
蝋

を
設
け
て
、
最

日
選
考
委
員
会
ま
た
は
選
定
委
員
会
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
旨
を
憲
法
に
規
定
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
意
見
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
命
に
政
治
的
・
政
党
的
な

色
彩
が
付
く
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
政
府
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
意
見
を
も
っ
て
い
る
選
考
委
員
会
を
設
け
る
べ
き
で
あ

り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
制
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
に

n
、ﾆｼﾞﾉ ま

た
、
広
瀬
久
忠
委
員
は
、
議
院
内
閣
制
の
下
で
は
、
裁
判
官
の
人
事
に
つ
い
て
内
閣
の
承
に
任
せ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
と
し
、
憲
法
上
の
機
関
と
し
て
、
裁
判
官
選
定
委
員
会
を
創
設
し
て
、
裁
判
官
を
選
定
し
て
内
閣
に
推
薦
す
る
権
限
を
与
え

て
、
内
閣
の
裁
判
官
人
事
に
適
正
な
制
約
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
か
つ
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
行
な
っ
て
い
る
。

①
最
高
裁
判
所
長
官
の
指
名
は
、
非
政
党
的
な
参
議
院
が
行
な
い
、
天
皇
が
任
命
す
る
。
②
最
高
裁
判
所
の
長
官
以
外
の
大

法
廷
の
裁
判
官
の
指
名
は
、
裁
判
官
選
定
委
員
会
の
推
薦
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
内
閣
が
、
あ
ら
か
じ
め
参
議
院
の
同
意
を
得

て
指
名
し
、
天
皇
が
任
命
す
る
。
③
小
法
廷
の
裁
判
官
の
う
ち
に
は
、
天
皇
の
任
命
に
係
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が

〔
憲
法
資
⑧
〕

あ り
る 、
◎ ÷

山
政
道
委
員
）
。

（
Ｉ
い



ｰ

○
「
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
意
見
書
」
（
昭
二

〔
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
の
設
置
の
可
否
〕
（
昭
三

３
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
内
閣
に
よ
る
任
命
が
、
政
党
的
考
慮
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
弊
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
諮
問
委
員

会
も
た
し
か
に
そ
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
設
け
る
の
が
よ
い
と
し
て
も
、
法
律
で
設
け
れ
ば
足
り
る
こ
と

で
あ
り
、
憲
法
上
の
機
関
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
（
高
柳
賢
三
委
員
）
。

〔
付
〕
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
意
見
害
は
、
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
関
し
、

裁
判
官
任
用
制
度
運
用
の
改
善
策
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
、
裁
判
官
の
任
命
に
関
す
る
諮
問
委
員
会
を
置
く
こ
と
の
可
否
が
問
題
と
さ

第
七
九
条
四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕

九
四
五

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

二
現
行
の
選
任
方
法
を
改
め
る
た
め
現
行
憲
法
の
規
定
を
改
正
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
見
解

諮
問
委
員
会
等
の
設
渥
の
た
め
に
現
行
憲
法
を
改
正
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
論
拠
に
立
つ
。

１
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
諮
問
委
員
会
等
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
上
に
し
て
も
法
律
上
に
し
て
も
、
必

ず
し
も
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
寅
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
そ
の
責
任
者
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
意
見
を
聞
い
て
選
任
す

る
と
い
う
建
て
前
を
と
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
（
大
石
義
雄
委
員
）
。

２
内
閣
が
任
命
す
る
と
い
っ
て
も
欠
員
が
な
け
れ
ば
任
命
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
政
治
的
・
政
党
的
な
危
険
と
い
う
こ
と
も
、

そ
れ
ほ
ど
お
そ
れ
る
必
要
は
な
い
（
小
島
徹
三
委
員
）
。

〔
蜜
法
資
⑧
〕

あ
り
、
天
皇
の
任
命
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
法
廷
裁
判
官
に
つ
い
て
と
同
様
で
あ
り
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

最
高
裁
判
所
が
裁
判
官
会
議
の
識
に
よ
っ
て
指
名
す
る
も
の
を
、
内
閣
が
任
命
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
ほ
ぼ
右
の
提
案
に
近
い
が
、
最
高
裁
判
所
の
長
官
以
外
の
裁
判
官
は
参
議
院
の
承
認
を
得
て
内
閣
が
行
な
い
、
長
官

た
る
裁
判
官
は
蛾
高
裁
判
所
裁
判
官
の
間
で
互
選
さ
れ
た
も
の
を
天
皇
が
任
命
す
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
提
案
も
あ

る
（
植
竹
春
彦
委
員
）
。

叩
》

八
・
九
）
五
四
・
五
五
頁

､影
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㈲
憲
法
が
、
最
高
裁
判
所
に
、
内
閣
の
任
命
す
べ
き
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
指
名
し
た
者
の
名
簿
を
作
成
す
る
権
限
を
与
え
て

い
る
ゆ
え
ん
は
、
司
法
権
の
独
立
を
保
持
す
る
た
め
、
そ
の
最
高
機
関
で
あ
る
最
高
裁
判
所
に
、
他
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な

く
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
裁
判
官
と
し
て
の
適
任
者
を
推
薦
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
最
高
裁
判
所
は
、
法

曹
各
界
等
の
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
、
そ
の
決
定
は
名
実
と
も
に
法
曹
等
の
総
意
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
高
裁
判
所
の
有
す
る
裁
判
官
の
名
簿
の
作
成
権
を
事
実
上
拘
束
す
る
虞
れ
の
あ
る
こ
の
種
の
委
員
会
を
設
け
る
こ
と

は
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
疑
い
が
あ
り
、
ま
た
、
実
質
的
に
そ
の
必
要
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
の
た
め
の
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
に
関
す
る
諸
家
の
説

○
宮
沢
俊
義
「
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
日
本
国
憲
法
」
六
三
五
頁

こ
の
種
の
選
考
委
員
会
を
内
閣
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
け
る
こ
と
は
、
そ
の
立
法
政
策
的
当
否
は
別
と
し
て
、
か
な
ら
ず
し
も
憲
法

の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
選
考
委
員
会
の
意
見
が
少
し
で
も
内
閣
を
法
的
に
拘
束
す
る
こ
と
を
ゑ
と
め
る
の
は
、

○
田
上
編
「
体
系
憲
法
事
典
」
六
○
二
頁

内
閣
は
最
高
裁
判
所
長
官
の
指
名
権
、
そ
の
他
の
裁
判
官
の
任
命
権
を
つ
う
じ
て
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
活
動
を
支
配
す
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
指
名
時
・
任
命
時
に
お
い
て
は
、
内
閣
は
そ
の
裁
量
に
よ
り
、
内
閣
に
気

に
入
る
裁
判
を
す
る
と
期
待
さ
れ
る
裁
判
官
を
選
ぶ
可
能
性
は
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
任
命
さ
れ
た
あ
と
は
、
こ
れ
に
干
渉
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
ま
た
罷
免
権
を
も
た
な
い
の
で
、
最
高
裁
判
所
の
職
権
の
内
閣
か
ら
の
独
立
は
、
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
も
っ
と
も
裁
判
所
法
三
九
条
の
旧
規
定
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
内
閣
の
指
命
・
任
命
に
際
し
、
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
へ
諮
問
す

第
七
九
条

れ
た
。
な
↑

し
か
し
、

り
で
あ
る
。 条

本
項
に
違
反
す
る
だ
ろ
う
。

四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕

九
四
六

な
お
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
か
ら
も
、
そ
の
設
置
に
関
し
、
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
。
。
…
…
：

し
、
当
調
査
会
の
審
議
に
お
い
て
は
、
諮
問
委
員
会
の
設
置
に
反
対
す
る
意
見
が
多
く
、
そ
の
意
見
を
大
別
す
れ
ば
、
次
の
と
お

〆露、
！ l
b r

渕奄一シ』

’

〆宗へ
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〔
憲
法
資
⑧
〕



四
主
要
国
に
お
け
る
参
考
規
定

○
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
二
条
第
二
節
第
二
項

「
：
・
・
：
。
：
大
統
領
は
、
全
権
大
使
そ
の
他
の
外
交
使
節
並
び
に
領
事
、
最
高
裁
判
所
の
判
事
及
び
こ
の
憲
法
に
任
命
に
関
す
る
特
定

の
規
定
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
法
律
で
設
け
ら
れ
る
べ
き
そ
の
他
の
す
べ
て
の
合
衆
国
官
吏
を
推
挙
し
、
元
老
院
の
助
言
に
よ
り
そ
の

同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
任
命
す
る
。
…
：
：
：
」

○
ド
イ
ヅ
連
邦
共
和
国
憲
法

○
兼
子
一
「
裁
判
所
法
」
一
六
四
頁

：
…
・
…
近
時
に
至
っ
て
、
再
び
諮
問
機
関
を
置
く
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
有
力
と
な
り
、
第
二
六
回
国
会
に
そ
の
趣
旨
の
改
正
案

が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
内
閣
が
事
実
上
そ
の
責
任
に
お
い
て
諮
問
す
る
の
は
格
別
、
常
設
的
な
委
員
会
を
置

く
こ
と
と
す
る
の
は
、
や
は
り
憲
法
が
内
閣
の
権
限
と
す
る
趣
旨
に
副
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

○
有
倉
編
「
憲
法
」
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
）
一
三
六
頁

：
…
：
・
・
選
考
委
員
会
の
意
見
が
少
し
で
も
内
閣
に
法
的
に
も
拘
束
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
内
閣
の
任
命
権
を
定
め
た
憲
法
に
違
反
す

る
（
宮
沢
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
六
三
五
頁
）
、
個
々
の
内
閣
が
事
実
上
そ
の
責
任
に
お
い
て
諮
問
す
る
の
は
格
別
、
常
置
的
な
委
員
会
設

置
は
憲
法
の
趣
旨
に
そ
わ
な
い
（
兼
子
：
…
…
一
六
四
頁
）
等
の
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
的
拘
束
力
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
段
階
が
あ

り
、
た
と
え
ば
委
員
会
の
答
申
内
容
に
よ
る
拘
束
を
伴
な
わ
な
い
諮
問
を
任
命
手
続
上
の
要
件
と
し
た
場
合
ま
で
も
違
憲
と
す
べ
き
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
（
山
下
健
次
Ｉ
立
命
館
大
学
教
授
）

第
六
十
条

一
連

第
七
九
条
連

〔
憲
法
資
⑧
〕

る
こ
と
を
義
務
．
つ
け
る
よ
う
な
制
度
は
、
内
閣
の
指
名
権
・
任
命
権
の
乱
用
を
あ
る
程
度
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
山
本
浩
三
）

邦
大
統
領
は
、
法
律
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
連
邦
裁
判
官
及
び
連
邦
官
吏
を
任
命
す
る
。

四
そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕

九
四
七

､=ダ
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三
連
邦
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
に
関
し
て
は
、
連
邦
司
法
大
臣
が
、
裁
判
官
選
挙
委
員
会
と
共
同
し
て
決
定
す
る
。
こ
の

委
員
会
は
、
各
邦
の
司
法
大
臣
及
び
連
邦
議
会
か
ら
選
挙
さ
れ
た
同
数
の
構
成
委
員
を
も
っ
て
、
組
織
す
る
。

○
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
裁
判
所
構
成
法

第
一
二
五
条
①
連
邦
裁
判
所
裁
判
官
は
、
連
邦
司
法
部
長
官
宙
匡
己
の
、
冒
三
の
ｇ
同
号
吋
冒
の
言
）
が
、
裁
判
官
選
出
法
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
従
い
、
裁
判
官
選
出
委
員
会
（
閃
言
言
の
民
毒
匙
旨
屋
め
い
ｃ
言
め
い
）
と
共
同
し
て
推
挙
し
、
連
邦
大
統
領
Ｓ
匡
旦
の
の
冒
器
匙
①
貝
）

第
七
九
条
四

第
九
十
五
条

が
任
命
す
る
。

（
備
考
）
わ

っ
た
。

各

ご

そ
の
他
〔
部
内
資
料
〕

国
憲
法
は
衆
議
院
法
制
局
等
「
各
国
憲
法
集
」
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
裁
判
所
構
成
法
は
最
高
裁
事
務
総
局
資
料
に
ょ

九
四
八

＠ 〔
憲
法
資
③
〕


